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（１）市たばこ税年度別調定額の推移

2 3 4 5 6

317,688 313,931 319,043 319,145 315,831

1,867,949 1,983,134 2,090,368 2,091,040 2,069,328

92.2% 98.8% 101.6% 100.0% 99.0%

100.1% 106.2% 105.4% 100.0% 99.0%

対前年比

売渡本数

調定額

調定額
（千円）

年度

売渡本数
（千本）

百万円
1,867,949
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（千円）

売渡本数

（千本）

調定額

（百万円）

売渡本数

（千本）
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（２）軽自動車調定額等の推移（現年課税分）

【種別割】

年度

種別

台数等 台　数
(台）

調定額
（千円）

台　数
(台）

調定額
（千円）

11,256 22,512 10,869 21,738

964 1,928 981 1,962

4,173 10,015 4,310 10,344

205 759 228 844

16,598 35,214 16,388 34,888

3,998 14,393 4,111 14,800

7 32 7 32

営 　業 3 19 3 19

自家用 36,856 349,067 37,639 366,815

営 　業 1,361 4,976 1,379 5,076

自家用 9,172 45,457 9,217 46,288

51,397 413,944 52,356 433,030

856 2,054 875 2,100

271 1,599 277 1,634

1,127 3,653 1,152 3,734

4,073 24,438 4,144 24,864

73,195 477,249 74,040 496,516

【環境性能割】 ※賦課徴収については埼玉県が実施した上で、市税として収納。

年度
種別

令和元年10月1日より課税

19,745,700 23,835,200

2 3

軽自動車（三輪以上）

合　　計

二輪の小型自動車

50ｃｃを超え
　　　90ｃｃ以下

軽
自
動
車

軽三輪車

90ｃｃを超え
　　 125ｃｃ以下

50ｃｃ以下

小　　計

小　　計

軽二輪車

原
動
機
付
自
転
車

ミニカー

自
動
車

小
型
特
殊

乗
用

小　　計

農　耕　用

貨
物

特殊作業用

軽
四
輪

32
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台　数
(台）

調定額
（千円）

台　数
(台）

調定額
（千円）

台　数
(台）

調定額
（千円）

10,421 20,842 10,110 20,220 9,727 19,454

1,005 2,010 988 1,976 955 1,910

4,567 10,961 4,713 11,311 4,843 11,623

229 847 228 844 221 818

16,222 34,660 16,039 34,351 12,746 33,805

4,191 15,087 4,217 15,181 4,194 15,098

7 32 7 32 7 32

4 26 13 86 21 142

38,030 384,893 38,890 400,814 39,609 414,970

1,431 5,343 1,350 5,082 1,390 5,236

9,439 48,071 9,471 48,662 9,456 48,982

53,102 453,452 53,948 469,857 54,677 484,460

877 2,105 877 2,105 811 2,114

281 1,658 286 1,687 276 1,628

1,158 3,763 1,163 3,792 1,157 3,743

4,340 26,040 4,506 27,036 4,630 27,780

74,822 517,915 75,656 535,036 76,210 549,788

調定額（円）

41,285,200 39,562,700 59,313,000

654

654
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（３）令和7年度軽自動車税（種別割）当初課税状況

区分
税　率 調定額

種別 一　般
官公署の

台数

一般のうち
身体障害者、
公益減免等の

減免台数

（円） （千円）

9,576 8 24 9,552 2,000 19,104

939 3 1 938 2,000 1,876

4,932 38 3 4,929 2,400 11,830

223 0 0 223 3,700 825

15,670 49 28 15,642 33,635

4,247 0 1 4,246 3,600 15,286

0 0 0 0 3,100 0

4 0 0 4 4,600 18

0 0 0 0 3,900 0

0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 2,000 0

0 0 0 0 3,000 0

旧税率 7,014 17 101 6,913 7,200 49,774

重課税率 9,271 27 141 9,130 12,900 117,777

新税率 24,834 34 406 24,428 10,800 263,822

グリーン化特例
（軽課）75％軽減 57 0 0 57 2,700 154

旧税率 9 0 0 9 5,500 50

重課税率 15 0 2 13 8,200 107

新税率 16 0 1 15 6,900 104

グリーン化特例
（軽課）75％軽減 0 0 0 0 1,800 0

グリーン化特例
（軽課）50％軽減 0 0 0 0 3,500 0

グリーン化特例
（軽課）25％軽減 0 0 0 0 5,200 0

賦課期日現在台数

重課税率

旧税率

グリーン化特例
（軽課）75％軽減

差引課税
台数
（課税免除
控除後）

125ｃｃ以下

90ｃｃ以下

50ｃｃ以下

小　　計

軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車

原
動
機
付
自
転
車

軽二輪車（側車付のものを含む）

新税率

乗
用

自
家
用

ミニカー

営
業
用

軽
四
輪
車

グリーン化特例
（軽課）５０％軽減

グリーン化特例
（軽課）２5％軽減

軽
三
輪
車

29



区分
税　率 調定額

種別 一　般
官公署の

台数

一般のうち
身体障害者、
公益減免等の

減免台数

（円） （千円）

旧税率 1,158 20 5 1,153 4,000 4,612

重課税率 3,395 52 19 3,376 6,000 20,256

新税率 5,063 34 16 5,047 5,000 25,235

グリーン化特例
（軽課）75％軽減 16 1 0 16 1,300 21

旧税率 238 0 1 237 3,000 711

重課税率 254 0 0 254 4,500 1,143

新税率 1,030 0 2 1,028 3,800 3,906

グリーン化特例
（軽課）75％軽減 0 0 0 0 1,000 0

893 0 0 893 2,400 2,143

273 2 0 273 5,900 1,611

57,787 187 695 57,092 506,730

4,729 2 1 4,728 6,000 28,368

78,186 238 724 77,462 568,733

メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、並びに被牽引車は対象外）。

　　・グリーン化特例（軽課）７５％軽減

　　電気自動車、天然ガス自動車（平成３０年排出ガス規制に適合又は平成２１年排出ガス規制に適合かつ平成

　　２１年排出ガス基準値より１０％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

　　・グリーン化特例（軽課）５０％軽減

　　平成３０年排出ガス基準５０％低減または平成１７年排出ガス基準７５％低減を達成し、令和１２年度燃費基準

　　９０％を達成かつ令和２年度燃費基準を達成したもの（四輪は営業用乗用車のみ）

　　・グリーン化特例（軽課）２５％軽減

　　平成３０年排出ガス基準５０％低減または平成１７年排出ガス基準７５％低減を達成し、令和１２年度燃費基準

　　７０％を達成かつ令和２年度燃費基準を達成したもの（四輪は営業用乗用車のみ）

グリーン化特例：一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車に初度検査の翌年度のみ適用する軽課税率。

二輪の小型自動車

合　　　　計

旧税率：平成２７年３月３１日までに初度検査を受けた車両で、１３年を経過していない車両に適用する税率。

重課税率：初度検査から１３年を経過した三輪以上の軽自動車に適用する税率。（燃料の種類が電気・天然ガス・

新税率：平成２７年４月１日以降に初度検査を受けた車両に適用する税率。

賦課期日現在台数

差引課税
台数
（課税免除
控除後）

軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車

軽
四
輪
車

貨
物
用

自
家
用

営
業
用

農耕用

特殊作業用

小　 　 計
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（４）事業所税調定額の推移（現年課税分）

1,029,470 1,117,982 1,115,615 1,140,623 1,127,812

(98.0%) (108.6%) (99.8%) (102.2%) (98.9%)

617,682 670,789 669,369 684,374 676,687

(98.0%) (108.6%) (99.8%) (102.2%) (98.9%)

259 276 276 280 287

(99.6%) (106.6%) (100.0%) (101.4%) (102.5%)

52,352,800 54,070,000 57,864,400 56,191,200 61,504,000

(89.1%) (103.3%) (107.0%) (97.1%) (109.5%)

130,882 135,175 144,661 140,478 153,760

(89.1%) (103.3%) (107.0%) (97.1%) (109.5%)

55 54 62 62 64

(96.5%) (98.2%) (114.8%) (100.0%) (103.2%)

748,564 805,964 814,030 824,852 830,447

(96.3%) (107.7%) (101.0%) (101.3%) (100.7%)

267 285 284 289 296

(98.5%) (106.7%) (99.6%) (101.8%) (102.4%)

※（）内は前年比

※課税標準・税率

税率

1㎡当り600円

0.25/100

6

課税標準
（㎡）

調定額
（千円）

納税
義務者数
（人）

区分

年度
2 3 4

合
計

資
産
割

従
業
者
割

課税標準
（千円）

5

市内事業所等の合計従業者給与支払総額

調定額
（千円）

納税
義務者数
（人）

調定額
（千円）

納税
義務者数
（実件数・
人）

資産割

従業者割

課税標準

市内事業所等の合計床面積
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